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こども家庭庁について



本日のアウトライン

・こども家庭庁について

・こども基本法と「こども大綱」

・こども家庭庁が進める新たな取組

・「こども未来戦略方針（令和5年6月13日閣議決定）」

・ＮＰＯ等民間組織との連携について
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こども家庭庁とは ①
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１．こども家庭庁とは

こども家庭庁のスローガンは「こどもまんなか」。
わたしたちはみなさん一人ひとりの意見を聴いてその声をまんなかに置きアクションしていきます。
そしてみなさんにとって最もよいことは何かを考えて、政策に反映していきます。
みなさんや子育てしている人たちの困っていることに向き合い、いざというときに守るための仕組みをつくっていきます。
こども・若者がぶつかるさまざまな課題を解決し、大人が中心になって作ってきた社会を「こどもまんなか」社会へと
作り変えていくための司令塔、それがこども家庭庁です。
（こども家庭庁HP、小倉大臣「こども家庭庁発足メッセージ こども・若者のみなさんへ」（R4.4.1）より）

２．こども家庭庁の役割

（１）こども政策の司令塔としての総合調整
例: 少子化対策 など

（２）省庁の縦割り打破、新しい政策課題や隙間事案への対応
例： こどもの意見反映の仕組み、幼児期までのこどもの育ち指針、こどもの居場所、

日本版DBSの創設 など
（３）保健・福祉分野を中心とする事業の実施

例： 保育、母子保健、社会的養育、こどもの貧困対策、こどもの自殺対策、
虐待防止対策、障害児対策 など

３．こども家庭庁の基本姿勢

（１）こどもや子育て中の方々の視点に立った政策立案
（２）地方自治体との連携強化
（３）様々な民間団体とのネットワークの強化



こども家庭庁とは ② ～令和５年度こども家庭庁関連予算の全体像
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区 分
令和５年度

当初予算

【参考】

令和４年度

第２次補正予算額

（こども関係予算）

【参考】

令和４年度予算額

（移管予定分）

一 般 会 計 １４，６５７ ２，４２８ １４，１３３

うち社会保障関係費 １４，５６０ ２，１２４ １４，０１８

年金特別会計

（子ども・子育て勘定）
３３，４４７ １，３３６ ３２，７３８

合計 ４８，１０４ ３，７６４ ４６，８７１

（単位：億円）

（注）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。
（注）一般会計の金額は、年金特別会計に繰り入れる額を除いたもの。

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］

○ 令和5年度のこども家庭庁当初予算（一般会計・特別会計）は、４．８兆円。令和4年度第２次補正予算で
前倒しで実施するもの等を含めれば、５.２兆円規模。

（参考１）対前年度と比較して、約1,233億円（＋2.6％）の増（一般会計及び年金特別会計）となっているが、主な要因としては、「出産・子育
て応援交付金」の継続実施（+370億円）、保育士等の処遇改善（+564億円）、保育所等の受け皿整備（+554億円）など。

（参考２）上記のほか、厚生労働省において育児休業給付（労働保険特別会計） 7,625億円（＋325億円、令和４年度：7,300億円）を確保。



こども政策に関する予算
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育児休業給付
0.7兆円

国費 4.8兆円
公費（国・地方） 8.1兆円
（令和５年度当初予算）

補正予算
（新型コロナに係る一時的な給付金等）

地方単独事業

大学等修学支援
0.5兆円

高校等修学支援
0.4兆円

無利子奨学金事業
0.1兆円

少子化対策予算

こども家庭庁予算

国費 6.1兆円
（令和４年度当初予算）

家族関係社会支出

給付費（国・地方等）10.8兆円
（令和２年度支出実績）

幼児教育・保育
1.6兆円

児童手当
1.2兆円

障害児給付
0.5兆円



こども家庭庁とは ③ ～組織と体制
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○ こども家庭庁の内部組織は、長官官房、成育局及び支援局の１官房２局体制。
○ 定員については、内部部局が３５０名、施設等機関が８０名、合計４３０名。

➢ こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策の企画立案・総合調整（こども大綱の策定、少子化対策、
こどもの意見聴取と政策への反映等）

➢ 必要な支援を必要な人に届けるための情報発信や広報等（こどもDXの推進を含む）
➢ 地方自治体との連携強化
➢ データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案と実践、評価、改善 など

成育局

➢ 妊娠・出産の支援、母子保健、成育医療等基本
方針の策定

➢ 保育対策
➢ 幼児期までの全てのこどもの育ちの保障

➢ 全てのこどもの居場所づくり

➢ こどもの安全 など

支援局

➢ 様々な困難を抱えるこどもや家庭に対する年齢や制度の
壁を克服した切れ目ない包括的支援

➢ 児童虐待防止対策の強化、社会的養護の充実及び自立支
援

➢ こどもの自殺対策
➢ こどもの貧困対策、ひとり親家庭の支援
➢ 障害児支援
➢ 地域におけるいじめ防止対策 など

長官官房（企画立案・総合調整部門）

○長官、官房長、総務課長、参事官（会計担当）、参事官（総合政策担当）

○局長、審議官、総務課長外５課長・１参事官 ○局長、審議官、総務課長外３課長

※ この他、支援金制度等準備室において、こども・子育て支援のための新たな特別会計（いわゆる「こども金庫」）の創設、企業を含む社会・経済の
参加者全員が連帯し、公平な立場で広く負担していく新たな枠組み「支援金制度（仮称）」の構築等について検討。



こども家庭庁とは ④ ～政策分野
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１. こどもの視点に立った司令塔機能の発揮、
こども基本法の着実な施行

・こども大綱の推進
・こども基本法
・こどもの意見聴取と政策への反映
・「こども若者★いけんぷらす」について
・こどもデータ連携実証事業
・国際関係

2. こどもが健やかで安全・安心に成長
できる環境の提供

・子ども・子育て支援制度
・こども・子育て支援
・保育
・幼児期までのこどもの育ちに係る基本的な指針

（仮称）
・こどもの居場所づくり
・こども・若者育成支援
・こどもの安全
・青少年の安全で安心な社会環境の整備

3. 結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を
感じられる社会の実現、少子化の克服

・少子化対策
・母子保健・不妊症・不育症など
・妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的

支援の一体的実施（出産・子育て応援交付金）
・科学研究事業

3. 結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を
感じられる社会の実現、少子化の克服

・少子化対策
・母子保健・不妊症・不育症など
・妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的

支援の一体的実施（出産・子育て応援交付金）
・科学研究事業

4. 成育環境にかかわらず誰一人取り残す
ことなく健やかな成長を保障

・児童虐待防止対策
・社会的養護
・ひとり親家庭等関係
・障害児支援
・こども家庭庁におけるいじめ防止対策
・こどもの貧困対策
・ヤングケアラーについて
・こどもの自殺対策
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こども基本法と「こども大
綱」



こども基本法とこども大綱 ② ～こども基本法

10

日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひ
としく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることが
できる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進する。

目 的

① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精
神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が
確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念

白書・大綱

〇 年次報告（法定白書）、こども大綱の策定
(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/子どもの貧困対策の既存３

法律の白書・大綱と一体的に作成）

基本的施策

〇 施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映
〇 支援の総合的・一体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等

こども政策推進会議

〇 こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策推進会議を設
置

① 大綱の案を作成
② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
③ 関係行政機関相互の調整 等

〇 会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・民間団体等の
意見反映のために必要な措置を講ずる

附則

施行期日：令和５年４月１日
検討：国は、施行後５年を目途として、基本理念にのっとった

こども施策の一層の推進のために必要な方策を検討

責務等

〇 国・地方公共団体の責務 〇 事業主・国民の努力



こども基本法とこども大綱 ① ～こども大綱の策定に向け
て
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こども大綱の案の具体化に当たり、こども・若者や子育て当事者等から聴いた意見を真摯に受け止めるとともに、既存３大綱の
進捗と成果を踏まえつつ、本報告に示した考え方及び第１次報告書に記載された具体的施策の実現に向け最大限の努力を求める。

これまでの検討の経緯

R4.6
こども基本法 成立

（こども大綱策定に関し規定）

R4.9～R5.1
幅広い当事者・関係者から意見聴取

関係団体・有識
者との対話

大臣による児童館・
児童養護施設等訪問

R4.9
こども政策の推進に係る有識者

会議

こどもまんなかフォーラム等から得られた気付きや示唆

①こども・若者の意見表明や参画に関連する事項
②こどもや若者の健やかな成長に関連する事項
③困難な状況にあるこどもや若者、家庭への支援に関連する事項
④結婚、妊娠・出産、子育てに関連する事項
⑤こども・若者の周囲にいる大人に対する支援に関連する事項
⑥関係省庁・地方自治体・民間団体等の連携に関連する事項

こども大綱の役割

➢既存の少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱、子供の貧困

対策に関する大綱を一元化し、さらに必要な施策を盛り込む。

➢政府を挙げて取り組むべきこども・若者に関する施策、少子化の克服、

こどもの貧困に関する施策を幅広く対象。

➢こども大綱で、常にこども・若者の最善の利益を第一に考え、こども・

若者に関する取組・政策を社会の真ん中に据えた「こどもまんなか社

会」を実現。

➢家庭を持つことや、こどもを産むことや育てることの喜び・楽しさを実

感できることで、少子化の克服やこども・若者のより良い成長を実現。



こども基本法と
こども大綱 ③
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こども
若者

こども施策の立案・実施に当たって
踏まえるべき基本的な共通事項

こども施策を進めるに
当たっての基本姿勢

こども・若者、結婚・子育てを希望する方や子育て当事者の

視点に立って考えること

➢こども・若者が、社会や保護者の支えを受けながら、意見表明と自己決定の

主体、いわば権利の主体として意見形成・意見表明・社会参画ができること

➢声をあげにくいこども・若者への十分な配慮

➢こども・若者の意見を施策に反映し、フィードバック、社会に発信

こどもや若者のライフステージに応じて切れ目なく対応していくこと

➢ライフスタイルによらず、将来の展望を描ける環境整備

➢乳幼児期から大人になるまで社会全体で支える

全てのこども・若者への対応を基本としつつ、こどもや若者の現在と
将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないようにす
ること

➢全てのこども・若者の幸福（Well-being）向上（居場所・学び・外遊び等）

➢全国どこでも必要な支援が受けられる環境整備

➢こども・若者が抱える困難に対する重層的アプローチ

こどもや若者の人格・個性を尊重する基本認識の共有

➢人格・個性・多様性が尊重され、主体的に、尊厳を持ち、幸福に暮らす

➢属性等により差別的な取扱いを受けない。こども・若者の可能性を拡げる

➢こども基本法や児童の権利条約を社会全体に共有

こども・若者のライフステージに応じた切れ目ない施策の確保

➢成育過程において、関係機関等が連携し保健・療育・福祉・教育を提供

➢学校等の場をプラットフォームとして、相互に協力

１

２

３

施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方自治体、民
間団体等との連携を重視すること

➢国が地方自治体と密接に連携、視点を共有しながら施策を推進

➢地域の支援団体や若者団体などの共助を行政が支える

➢こども・若者に関する国内施策の推進、国際的な取組への貢献

５

１

２

誰一人取り残さず、確実に届ける支援の充実

➢制度・組織による縦割りの壁、18歳や20歳などの年齢の壁を克服し

た、プッシュ型・アウトリーチ型支援

➢個別ニーズに応じたきめ細かい支援及びインクルージョン推進の観点か

ら施策を講じることが重要

５

ＥＢＰＭの推進

➢中長期的視点に立ったPDCAサイクル構築、効果の点検・評価・公表

➢大学・民間研究機関等と連携した、包括的な観点での調査研究

６

若者、結婚・子育てを希望する方や子育て当事者が結婚や子育
てに希望を持つことができ、その希望をかなえられる環境の整備

➢結婚、妊娠・出産、子育てのライフステージに応じた切れ目ない支援の推進

➢地域の実情に応じたきめ細かな取組や、全ライフステージにわたる雇用環境

等の整備・働き方改革を進める

３

こども・若者に関わる大人への重層的な
支援の確保

➢保護者が自己肯定感を持ち、幸せにこどもと向き

合える環境を整える

➢支援者が喜び・幸せ・充実を感じ、安心したキャリ

アパスを描ける環境を整える、多様な人材確保・

育成

４
新生児期

乳幼児期学童期思春期

結婚や子育てに希望を持つことができ、その希望を叶えるように
すること

➢子育てに夢と喜びを感じることのできる社会づくり

➢結婚や子育てに希望を持てるようにし、その希望を叶える

（価値観を押し付けない・プレッシャーを与えない）

４

青年期
結婚 妊娠期
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こども基本法とこども大綱 ④ ～こども基本法の概要と検討状
況
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○こども基本法第17条により、こども政策推進会議（会長：内閣総理大臣、構成員：全閣僚）において、こども大綱の案を作成するこ
ととされている。

○内閣総理大臣より、こども家庭審議会に対して諮問がなされ、検討が進められているところ。

【こども政策推進会議】

○第１回：４月１８日
立ち上げ、こども大綱の案の作成の進め方

【こども家庭審議会】

○第１回：４月２１日
立ち上げ、内閣総理大臣からの諮問等

：今後５年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等について

【こども家庭審議会基本政策部会】

○第１回：５月２２日
立ち上げ、自由討議

○第２回：６月２０日
討議（こども大綱の構成要素及び枠組み、目指すべき社会像、基本的な方針 ①）

○第３回：６月３０日
討議（こども大綱の構成要素及び枠組み、目指すべき社会像、基本的な方針 ②）
………………
※秋頃に中間整理を取りまとめの上、こども・若者、子育て当事者等の意見を聴く取組を実施。

年内を目途にこども大綱を閣議決定

○こども基本法第９条により、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱を定めることとされている。
○こども大綱は、これまで別々に作成・推進されてきた少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱及び子供の貧困対策に関す

る大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるもの。

概要

検討状況



こども基本法とこども大綱 ⑤
～こども基本法の概要（地方公共団体関係部分）

14

⚫ こども基本法は、こどもに関する様々な取組を講ずるに当たっての共通の基盤として、こども施策の基本理念や基本となる
事項を定めた包括的な基本法。

⚫ 同法においては、以下のとおり、地方公共団体の責務や、地方公共団体に対する義務の定めがある

【第５条】 地方公共団体の責務
➢ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に

応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する

【第10条】 都道府県こども計画、市町村こども計画の策定（努力義務）
➢ 都道府県は国のこども大綱を勘案し、また、市町村は国のこども大綱と都道府県こども計画を勘案し、それぞれ、こども計画を定めるよう努める

ものとする（こども計画の策定・変更時は遅滞なく公表すること）

➢ 各計画は、既存の各法令（※）に基づく都道府県計画・市町村計画と一体のものとして作成することが可能
※子ども・若者育成支援推進法第９条、子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条等

【第11条】 こども等の意見の反映
➢ 地方公共団体（※）は、こども施策の策定・実施・評価するに当たり、こどもや子育て当事者等の意見を聴取して反映させるために必要な

措置（例：こどもや若者を対象としたパブリックコメント、審議会・懇談会等の委員等へのこどもや若者の参画促進、SNSを活用した意見聴取
等）を講ずるものとする

※ 「地方公共団体」とは、地方自治法に基づく普通地方公共団体及び特別地方公共団体を指し、議会や執行機関のほか、法律の定める
ところにより置かれる委員会（例：教育委員会）や、法律又は条例の定めるところにより置かれる附属機関が含まれると解される

➢ 具体的な措置、意見聴取の頻度等は、個々の施策の目的等に応じて様々であり、地方公共団体の長等は、当該施策の目的等を踏まえ、
こどもの年齢や発達の段階、実現可能性等を考慮しつつ、こどもの最善の利益を実現する観点から、施策への反映について判断

➢ 聴取した意見が施策に反映されたかどうかについて、こどもにフィードバックすることや広く社会に発信していくことが望ましい

【第13条、第14条】 関係機関・団体等の有機的な連携の確保（努力義務）
➢ 地方公共団体は、こども施策の適正かつ円滑な実施のため、こどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の確保に努め、また、

連携の確保に資するための情報通信技術の活用などを講ずるよう努めるものとする
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こども家庭庁の取組



こども家庭庁の取組
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第２章 新しい資本主義の加速
３．少子化対策・こども政策の抜本強化

（加速化プランの推進）
（略）「こども未来戦略方針」に基づき、今後「加速化プラン」の３年間の集中取組期間において、「ライフステージを通じた子育てに

係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組」（児童手当の拡充、出産等の経済的負担の軽減、地方自治体の取組への支援に
よる医療費等の負担軽減、奨学金制度の充実など高等教育費の負担軽減、個人の主体的なリ・スキリングへの直接支援、いわゆる「年収の
壁」への対応、子育て世帯に対する住宅支援の強化）、「全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充」（妊娠期からの切れ目ない
支援の拡充や幼児教育・保育の質の向上、「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設など）、「共働き・共育ての推進」（男性育休の取得
促進や育児期を通じた柔軟な働き方の推進、多様な働き方と子育ての両立支援）とともに、こうした具体的政策に実効性を持たせる「こど
も・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革」を、「「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保」を進めつつ、政府を挙げて取
り組んでいく。

こども・子育て予算倍増に向けては、「加速化プラン」の効果の検証を行いながら、政策の内容・予算をさらに検討し、こども家庭庁予
算で見て、2030年代初頭までに、国の予算又はこども１人当たりで見た国の予算の倍増を目指す。その財源については、今後更に政策の
内容を検討し、内容に応じて、社会全体でどう支えるかさらに検討する。

経済財政運営と改革の基本方針2023（抜粋）
（令和５年６月16日閣議決定）

（こども大綱の取りまとめ）
常にこどもや若者の視点でこどもや若者の最善の利益を第一に考える「こどもまんなか社会」を実現するため、こども基本法に基づき、

幅広いこども施策に関する今後５年程度を見据えた中長期の基本的な方針や重要事項を一元的に定めるこども大綱を年内を目途に策定し、
こども家庭庁が「こどもまんなか社会」を目指すための新たな司令塔機能を発揮する中で、政府全体でこども施策を強力に推進する。 こ
どもや若者を取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、こどもや若者の権利を保障し、国や地方公共団体の政策決定プロセスへのこどもや若者
の参画、意見の反映促進、健やかな成長を社会全体で後押ししていく



こども家庭庁の主な政策のスケジュール①
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夏 秋 年末 ４月～

令和５年 令和６年

「こども未来戦略方針」等に
基づく制度改正

日本版DBS

改正児童福祉法

障害福祉サービス等
報酬改定

こどもの意見聴取と
政策への反映

「こどもまんなか
アクション」の展開

子ども・子育て支援等分科会等で議論 ※こども未来戦略会議と連携

社会的養育・家庭支援部会
児童虐待防止対策部会で議論
施行準備

施行

適用

専門委員会で議論

各地域でのリレーシンポジウムや「こどもまんなかアワード」（仮称）の発表など各種イベント実施、好事例の発信

こども大綱

幼児期までのこどもの育ちに
係る基本的な指針(仮称)

こどもの居場所づくりに
関する指針（仮称）

基本政策部会で議論 こども等からの意見聴取

部会で議論
（具体的施策のPDCA）

幼児期までのこどもの
育ち部会等で議論

幼児期までのこどもの育ち指針の推進

こどもの居場所部会等で議論 こどもの居場所づくりに関する指針の推進

中間整
理

中間整
理

閣議決定

閣議決定

閣議決定

とり

まと
め

法案提出
を目指す

政令・府令
の公布

戦
略

方
針

決
定

こども若者★いけんぷらす（こどもや若者から意見を聴く取組）の実施

こどもまんなか

アクションキックオ
フイベント

秋のこども
まんなか月間

※R7から次期社会的養育推進計画
（R５秋頃策定要領発出）

答
申

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム（厚生労働省・こども家庭庁合同開催）で議論
関係団体
ヒアリング

個別サービス・
横断的事項の検討

基本的な考え方
の整理・とりまと

め

改定案の
とりまとめ

答
申

答
申

有識者会議で議論 制度・運用の検討
法案提出
を目指す



こども家庭庁の主な政策のスケジュール②
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こどもの
安全対
策

地域におけるいじめ防止対策

待機児童対策

こどもの性被害防止 強化策とりまとめ 関係府省庁連絡会議・WG・推進協議会で議論

モデル事業の実施

保育所等利用待機児童数
（4/1時点）公表

新子育て安心プラン終了（R６年度末）後の取扱いについての検討

検討会・地方連携フォーラムで議論

青少年イ
ンターネッ
ト環境整
備

第６次計
画決定

夏 秋 年末 ４月～

令和５年 令和６年

こどもの自殺対策
こども大綱への反映に向けた検討

送迎用バス
安全対策

青少年
非行・被害防止

子供の性被害
防止プラン

2022FU決定

とりまとめ・成果の普及

児童虐待防止対策

我が国と諸外国のこどもと若者の
意識に関する調査（仮称）

児童虐待相談対応件数
（速報値）の公表

調査の実施
報告書公
表

新たな児童虐待防止対策体制総合強化プランの実施

プランの推進・調査研究事業の実施
強化プラ
ン決定

重大事故
再発防止対策 有識者会議等で議論第１回

第２
回

事故報告
集計公表

安全装置の装備促進
装備状況
調査公表

安全装置
設置期限

放課後児童クラブ
新・放課後子ども総合プランの着実な実施 ※文科省との連携強化

プランの終了（R５年度末）後の取扱いについての検討



こども家庭庁の新たな取組の例
～ こども若者★いけんぷらす
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「こども若者★いけんぷらす」の「ぷらすメンバー」に登録できる人

★2023年4月の時点で、小学１年生世代から20代の方★
（1993年4月2日生まれ～2017年4月1日生まれの方）

○「こども若者★いけんぷらす」
を行う目的

こども・若者のみなさん が、政策に対して
意見を伝えて、政策を決めるプロセス（過
程）に主体的に参画（さんかく）する機会・
場を得ること。

政府（せいふ） が、こども・若者のみなさ
んの意見を広く聴いて、制度や政策に反映し、
制度や政策をより良くすること。

社会全体 にこの取組を広く発信することで、
こども・若者の意見を聴くことの大切さにつ
いての理解をひろげること。

第2回ぷらすメンバーの会を開催 2023.6. 7
第1回ぷらすメンバーの会を開催 2024.4.28

「ぷらすメンバー」に登録する方法
https://www.cfa.go.jp/policies/iken-
plus/details/
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「こども未来戦略方針」
（令和5年6月13日閣議決定）



こども未来戦略方針（令和5年6月13日閣議決定）
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Ⅰ．こども・子育て政策の基本的考え方

Ⅱ．こども・子育て政策の強化：3つの基本理念
１．こども・子育て政策の課題
（１）若い世代が結婚・子育ての将来展望が描けない
（２）子育てしづらい社会環境や子育てと両立しにくい職場環境がある
（３）子育ての経済的・精神的負担や子育て世帯の不公平感が存在する

２．３つの基本理念
（１）若い世代の所得を増やす
（２）社会全体の構造・意識を変える
（３）全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する

Ⅲ．「加速化プラン」～今後３年間の集中的な取組～
１．加速化プランにおいて実施する具体的な施策
（１）ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組
（２）全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
（３）共働き・共育ての推進
（４）こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

２．「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保
３．こども・子育て予算倍増に向けた大枠

Ⅳ．こども・子育て政策が目指す将来像とPDCAの推進



こども未来戦略方針 ①

22



こども未来戦略方針 ②
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こども・子育て予算倍増に向けた大枠
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〇「加速化プラン」の予算規模は、現時点ではおおむね３兆円程度（事業費ベース）。
さらに、

・高等教育費の更なる支援拡充策
・今後こども大綱の中で具体化する貧困、虐待防止、障害児・医療的ケア児に関する支援策

について、今後の予算編成過程において施策の拡充を検討し、全体として３兆円半ばの充実を図る。

〇「加速化プラン」の実施により
・こども一人当たりの家族関係支出で見て、OECDトップ水準のスウェーデンに達する水準に
・国のこども家庭庁予算（2022年度4.7兆円）は約5割増加
・育児休業関連予算は倍増

が見込まれる

〇こども・子育て予算倍増に向けては「加速化プラン」の効果の検証を行いながら、
政策の内容・予算をさらに検討。

→こども家庭庁予算で見て、2030年代初頭までに、国の予算又はこども一人当たりで見た
国の予算の倍増を目指す。

→その財源については、今後更に政策の内容を検討し、内容に応じて、社会全体でどう支えるか
さらに検討する。
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ＮＰＯ等民間組織との連携
について

～こどもの貧困対策から～
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こどもの貧困率の推移

※貧困率は、ＯＥＣＤの作成基準に基づいて算出している。
※相対的貧困率とは、等価可処分所得（※１）の貧困線（※２）に満たない人の割合をいう。
→ 保育サービスなどの現物給付や資産の多寡が考慮されていないことに留意が必要。
（※１）世帯の可処分所得（収入から直接税・社会保険料を除いたもの）を世帯人員の平方根で割った金額。
（※２）等価可処分所得の低い人から順に並べて、真ん中の順位（中央値）の金額の半分の金額。2021年調査時点で127万円。
※「新基準」は、2015年に改定されたOECDの所得定義の新たな基準で、従来の可処分所得から更に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」、

「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたものである。 （出所）国民生活基礎調査（厚生労働省）

日本国民全体の相対的貧困率

日本のこどもの相対的貧困率

日本のひとり親世帯の相対的貧困率

（調査年）

調査対象年

（％）

相対的貧困となる世帯所得（2021年時点）
２人世帯：180万円未満
３人世帯：220万円未満
４人世帯：254万円未満

新基準
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ひとり親家庭の主要統計データ（令和３年度全国ひとり親世帯等調査の概要）

母子世帯 父子世帯

１ 世帯数 １１９.５万世帯 (１２３.２万世帯） １４.９万世帯 (１８.７万世帯）

２ ひとり親世帯になった理由

離婚 ７９.５％ (７９.５％）

［７９.６％］

死別 ５.３％ ( ８.０％）

［ ５.３％］

離婚 ６９.７％ (７５.６％）

［７０.３％］

死別 ２１.３％ (１９.０％）

［２１.１％］

３ 就業状況 ８６.３％ (８１.８％）

［８６.３％］

８８.１％ (８５.４％）

［８８.２％］

就業者のうち 正規の職員・従業員
４８.８％ (４４.２％）

［４９.０％］

６９.９％ (６８.２％）

［７０.５％］

うち 自営業
５.０％ ( ３.４％）

［ ４.８％］

１４.８％ (１８.２％）

［１４.５％］

うち パート・アルバイト等
３８.８％ (４３.８％）

［３８.７％］

４.９％ (  ６.４％）

［ ４.６％］

４ 平均年間収入
［母又は父自身の収入］

２７２万円 (２４３万円）

［２７３万円］

５１８万円 (４２０万円）

［５１４万円］

５ 平均年間就労収入
［母又は父自身の就労収入］

２３６万円 (２００万円）

［２３６万円］

４９６万円 (３９８万円）

［４９２万円］

６ 平均年間収入
［同居親族を含む世帯全員の収入］

３７３万円 (３４８万円）

［３７５万円］

６０６万円 (５７３万円）

［６０５万円］

※令和３年度の調査結果は推計値であり、平成２８年度の調査結果の構成割合との比較には留意が必要。
※（ ）内の値は、前回(平成２８年度)調査結果を表している。（平成２８年度調査は熊本県を除いたものである）
※［ ］内の値は、今回調査結果の実数値を表している。
※「平均年間収入」及び「平均年間就労収入」は、令和２年の１年間の収入。
※ 集計結果の構成割合については、原則として、「不詳」となる回答（無記入や誤記入等）がある場合は、分母となる総数に不詳数を含めて算出した値（比率）を
表している。
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生活指導・
学習支援

食事の提供
（こども食堂等）

市区町村

子育て支援を行う民間団体等公的機関

こども家庭
センター

要保護児童対策
地域協議会

相互連携・情報共有
気になるこどもの情報を
公的機関に対し情報共有 等

生活指導・
学習支援・
食事の提供

３ 実施主体等

２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

○地域の実情に応じて、以下の①から③の支援を組み合わせて実施する。
①基本的な生活習慣の取得支援や生活指導
②学習習慣の定着等の学習支援
③食事の提供

○地域における支援体制を確立するため、関係機関の連携体制の整備を地域
の実情に応じて実施する。

【拡充内容】
（１）食事の提供にかかる費用を新たに補助する。

※③のみの実施も可能とするが、こども食堂等が適切に市区町村（こども家庭セン
ターや要対協等）と連携することを要件とする。

（２）関係機関の連携体制の整備にかかる費用を補助する。
（３）「地域子供の未来応援交付金」からのスムーズな移行を進めるための

自治体負担の激変緩和措置及びこれまで市区町村と連携が図られてい
なかった事業者が自治体と連携して事業を行えるよう、通常より高い
国庫補助率を特例的に設定する。

こどもの生活・学習支援事業

○ ひとり親家庭や貧困家庭等のこどもが抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観点から放課後児童クラブ等の終了後に、ひと
り親家庭や貧困家庭等のこどもに対し、児童館・公民館・民家やこども食堂等において、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の習得支
援・学習支援、食事の提供等を行うことにより、ひとり親家庭や貧困家庭等のこどもの生活の向上を図る。

※ こども家庭庁の発足を踏まえ、こども食堂等への補助事業である「地域子供の未来応援交付金」（内閣府）を本事業に統合。

【実施主体】都道府県・市区町村
【補 助 率】国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２（上記2(3)の場合の特例：国２／３、都道府県・指定都市・中核市１／３）

国１／２、都道府県１／４、市区町村１／４ （上記2(3)の場合の特例：国２／３、都道府県１／６、市区町村１／６）
【補助単価】
○生活指導・学習支援

(1) 事務費 １事業所当たり 2,746千円
(2) 事業費（集合型） １事業所当たり 4,898千円（週２日以下の開催の場合・実施日数により異なる）
(3) 事業費（アウトリーチ型）１回の訪問が１日の場合 10,420円／回（半日以内の場合 6,700円）
(4) 実施準備経費 １事業所当たり ① 改修費等 4,000千円

② 礼金及び賃借料（実施前月分） 600千円

○食事の提供
１事業所当たり 3,500千円

○連携体制整備
１実施主体当たり 453千円

（子ども家庭総合

支援拠点等）

母子家庭等対策総合支援事業費補助金 令和５年度当初予算：162億円の内数（160億円の内数）※（）内は前年度当初予算額
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３ 実施主体等

２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業

困窮するひとり親家庭等や要支援世帯のこども等を対象とした、こども食堂など、こどもの居場所や食への支援を行う。

【実 施 主 体】 特定非営利活動法人、一般社団法人等の非営利団体 【補助基準額】 １法人あたり 350,000千円
【補 助 率】 国：10/10

【１】国⇒中間支援法人

■こども食堂等の事業者を対象として広域的に支援を行う中

間支援団体を公募し、選考委員会を開催した上で対象事

業者を決定。

【２】中間支援法人⇒こども食堂等

■こども食堂等から申請を受け付け、選考委員会を開催し助

成対象事業者を決定。事業実施に必要な費用を助成（上

限350万円）。

■助成対象事業者の活動状況について確認を行い、必要に

応じて、活動内容等に対してアドバイスを行う。

■事業の実施結果について報告を求め、適正な執行が行われ

たかの確認を行う。

【３】こども食堂等⇒ひとり親家庭等のこども

■ひとり親世帯等のこどもに食事の提供等を行う。

⑤選定

国

中間支援法人

①公募 ②申請 ③補助

こども食堂 宅食
フード

パントリー

実施主体

■中間支援法人：各地域においてこど

も食堂、こども宅食、フードパントリー

等のこども等への支援事業を実施し

ている団体を支援している民間団体

地域の困窮する子ども

■広域的な支援団体からノウハウの提

供を受けることが可能

■地域の実情に応じた柔軟な事業実

施形態

■「中間支援法人」を活用するこ
とで生活に困窮するこどもに迅
速に支援を届けることが可能

■こども食堂等１か所当たりの助成上

限額を設定
④申請 ⑥補助・委託

■実施主体：民間団体

■補 助 率 ：定額

⑦食事、学用品、生活必需品の提供等

令和４年度第二次補正予算：25億円
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令和５年度こどもの貧困対策に関する主な施策について

２．生活の支援

〇 こどもの生活・学習支援事業
・ ひとり親家庭や貧困家庭等のこどもが抱える特有の課題に対し、貧困の連鎖を防止する観点から
放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家庭や貧困家庭等のこどもに対し、児童館・公民館や民
家等において、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の習得支援、学習支援や食事の提供等を
行い、ひとり親家庭のこどもの生活の向上を図る。
令和５年度より「地域子供の未来応援交付金（内閣府）」を本事業に統合し、食事の提供にかかる

費用を新たに補助対象に加えるとともに関係機関との連携体制整備にかかる費用を補助する。

〇 相談窓口のワンストップ化の促進
・ 母子・父子自立支援員に加え、就業支援専門員を配置することで、相談窓口を強化し、ひとり親家
庭に対して総合的・包括的な相談支援を実施する。令和５年度より、ひとり親が必要とする相談支援
等を受けられるように、新たに同行支援や継続的な見守り支援等の同行型支援を行うための体制
づくりに必要な人件費や旅費、備品購入費等の費用を補助する。

〇 セーフティネット登録住宅の改修事業に対する支援
・ 既存住宅等を改修して子育て世帯等の住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合の改修費に対し
て支援を行う。
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令和５年度こどもの貧困対策に関する主な施策について

１．教育の支援

〇 スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラーの配置充実
・ 全てのこどもが集う場である学校をプラットフォームとして、不登校や虐待などこどもやその家庭が
抱える課題への早期対応を図るため、令和５年度においては、スクールソーシャルワーカーやス
クールカウンセラーの貧困や虐待等への対策のための重点配置校を前年度比3,900校増の16,200
校とするなど、配置を推進する。

〇 貧困等に起因する学力課題の解消のための教員定数の加配措置
・ 家庭環境等に左右されず、学校に通うこどもの学力が保障されるよう、少人数の習熟度別指導や、
放課後補習などの取組を行うため、教職員等の指導体制を充実し、きめ細かな指導を推進する。

〇 高等教育の修学支援新制度（授業料等減免・給付型奨学金）
・ 「大学等における修学の支援に関する法律」（令和元年法律第８号）等に基づき、低所得世帯で
あっても社会で自立し活躍できる人材を育成する大学等において修学できるよう、真に支援が必要
な学生等に対し、授業料等減免と給付型奨学金の支給を併せて実施する。

〇 ひとり親家庭の高等学校卒業程度認定試験の合格支援
・ ひとり親家庭の親またはその児童が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する際
の費用の一部を支給する。令和５年度より受講開始時の給付金額を増額するとともに、新たに通学
の場合の補助単価を創設し、ひとり親家庭の経済的負担を軽減する。
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３．就労の支援

〇 母子家庭等就業・自立支援事業
・ 母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、就業相談や就業情報の提供など、一貫した就業支援
サービスや生活支援サービスを提供するとともに、ひとり親家庭等の児童の健やかな成長を支援する
ため、養育費の確保や面会交流の支援に取り組む。令和５年度より離婚前から支援が必要な者を対象
に加えるとともに、PC等の貸与を行うことで在宅就業等に必要な環境整備を図る就業環境整備支援事
業を創設する。

〇 母子・父子自立支援プログラム策定事業
・ 児童扶養手当受給者の自立・就業支援のために活用すべき自立支援プログラムを策定し、母子家庭
等就業・自立支援センターやハローワーク等との連携のもと、プログラムに基づいた支援を実施する。
令和５年度より児童扶養手当の受給が見込まれる者であって、離婚前から当該事業による支援が必要
な者を対象に加える。

〇 ひとり親家庭への高等職業訓練促進給付金等の支給
・ 看護師等の資格取得に係る養成機関での修業期間について生活費の負担軽減を図るために高等職
業訓練促進給付金を支給するとともに、入学金の負担を軽減するための高等職業訓練修了支援給付
金を支給する。令和４年度に引き続き、令和５年度末まで、養成機関での修業期間の緩和措置及び対
象資格の拡大（１年以上の国家資格等６か月以上の民間資格も対象）を行う。

〇 ひとり親家庭への高等職業訓練促進資金貸付
・ 高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親
家庭の親に対し入学準備金・就職準備金を貸し付け、修学を容易にし、自立の促進を図る。 32
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令和５年度こどもの貧困対策に関する主な施策について

４．経済的支援

〇 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
・ 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給する
ことにより、その実情を踏まえた生活の支援を行う。

〇 母子父子寡婦福祉資金の貸付
・ ひとり親家庭等の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福
祉を増進することを目的として、こどもの修学等に必要な資金の貸付けを行う母子父子寡婦福祉資金
貸付金による経済的支援を行う。令和５年度より収入が減少するなど家計が急変し大きな困難が生じ
ている者を、新たに貸し付け対象に加える。

５．その他

〇 官公民の連携プロジェクト・国民運動の展開
・ こどもの未来応援基金を通じたこどもに寄り添った活動を実施する民間団体への支援、支援を実施し
たい民間企業と支援を必要とする民間団体のマッチング等、「こどもの未来応援国民運動」を推進する。

〇 沖縄こどもの貧困緊急対策事業
・ 沖縄の将来を担うこども達の深刻な貧困対策を引き続き進めるため、こどもの貧困対策支援員の配置、
居場所の運営等に対する支援を実施。令和５年度より、支援が必要なこどもを網羅的に把握するため、
県内市町村のスクリーニング導入に係る経費を支援する。
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こどもを社会全体で応援する機運を高め、こどもの貧困対策が国を挙げて
推進されるようにするための官公民の連携・協働プロジェクト。

こどもの未来応援国民運動

子供の貧困対策が国を挙げて推進されるよう、「子供の未来応援国民運動」を通じ、国、地方公共団体、民間の企業・団体等によるネッ

トワークを構築し、地方公共団体における取組や民間団体の支援活動の情報等の収集・提供や、子供の未来応援基金を通じた支援、

民間企業と支援を必要とする民間団体のマッチング等、官公民の連携・協働プロジェクトを推進する。

また、このような取組について積極的に情報発信し、国民の幅広い理解の下、子供を社会全体で支援する機運を高めていく。

子供の貧困対策に関する大綱（R元.11閣議決定）

・企業や個人からの寄付金を通じて、こどもたちに寄り添った活動を実施する民間団体を支援。

・全国的なネットワークを有する団体と連携し、企業等からの「モノ」「場所」「体験」の
提供等の寄付先を調整。

・ホームページ、SNS等を通じた情報発信と普及啓発。

※「子供の貧困対策大綱」（H26.８閣議決定）に基づき、H27.４発起人集会を開催。同年10月から運動開始。

こどもの未来応援基金

ＮＰＯ等とその活動を支援する企業等とのマッチング事業

国民への広報・啓発活動、地域における交流・連携事業の展開
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こどもの未来応援国民運動

「見えにくい」こどもたちの貧困に届くため、
ＮＰＯ等民間組織との連携を。

こども・家族に貧困であるという自覚
がないので、自分から支援を求めな

い。

頼れる親戚も、近隣付き合いもなく、
地域の目が届かない。

国や地方自治体の支援情報が届か
ず、社会的に孤立しやすい。貧困の自覚があっても、周囲の目を

気にして表に出せない。



マッチングネットワーク推進協議会

企業・個人

ＮＰＯ等団体

「こどもの未来応援国民運動」の一環として、マッチングを推進していく組織として「マッチング
ネットワーク推進協議会」を創設。同協議会を構成する３団体は、企業やＮＰＯ等の相談を受
けながら、マッチング実現に向け、積極的に活動。

マッチングネットワーク推進協議会
①寄付についての相談

マッチング
の推進

連携

②調整

④マッチングの成立

＜主な役割＞
（１）企業・個人からの相談の受付
（２）寄付される物資の配分調整
（３）マッチング事例等の情報発信
（４）マッチングに係るノウハウ・課題の共有
（５）加盟団体のニーズの集約・発信

③調整結果の報告

＜マッチングの流れ＞

詳しくはこども家庭庁までお問い合わせください。
電話：03-6771-8030 （大代表）

https://kodomohinkon.go.jp/support/group/ （こどもの未来応援国民運動サイト）

全国フードバンク推進協議会
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マッチングネットワーク推進協議会の活動事例

「支援したい」企業とＮＰＯ等支援団体の連携をお手伝いしてきました。
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約１７億９，４０７万円（令和４年１２月３１日現在額）

（うち支援総額 約１３億２，４００万円）
※令和４年度支援までの総数

こどもの未来応援基金を
他の財産と分別して管理

こどもの未来応援基金

基金事業審査委員会

基金の使途等を審査し、
審査状況を公表することで、
透明性・公平性を確保する

福祉医療機構と相互に協力し、
PR活動や使途等に関する案作成等

草の根で支援を行うNPO等の体制を強化・育成し、
支援の量的・質的な拡充を図る。

※事務局の運営費用に基金は使用しない

企業や個人

≪国民運動推進事務局≫
未来応援ネットワーク事業

寄付金

①事業報告

②税制優遇

こども家庭庁・文科省

福祉医療機構

支援金

NPO等が
公募に申請

寄付総額

○４９６団体から申請のあった事業の中から、①計画性、②連携、③広報、④継続性の観点等から審査を行い、
１４６団体（※）を採択した。（※）300万円以下を支援する事業Ａ団体と、30万円または100万円を支援する事業Ｂ団体の合計。

○支援決定総額は約２億３千万円。

令和５年度支援 （令和５年４月～令和６年３月活動分）

のべ支援決定団体数：５８２団体

「こどもの未来応援基金」を通じて、草の根で支援活動を行うＮＰＯ法人等の運営基盤の強化・掘り起こしを行い、
社会全体でこどもの貧困対策を進める環境を整備することを目的に、ＮＰＯ法人等への支援金の交付を行う。

こどもの未来応援基金（未来応援ネットワーク事業）

※令和４年度支援までの総数
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こどもの未来応援基金（未来応援ネットワーク事業）

令和４年度までの支援実績



こどもの未来応援基金（未来応援ネットワーク事業）
令和５年度支援実績（146団体）



こどもの未来応援基金（未来応援ネットワーク事業）
こどもやご家庭の声（令和３年度活動事業報告書）



こどもの未来応援基金（未来応援ネットワーク事業）
こどもやご家庭の声（令和３年度活動事業報告書）



こどもの未来応援基金（未来応援ネットワーク事業）
こどもやご家庭の声（令和３年度活動事業報告書）



こどもの未来応援基金（未来応援ネットワーク事業）
こどもやご家庭の声（令和３年度活動事業報告書）



こどもの未来応援基金（未来応援ネットワーク事業）
令和６年度支援団体募集 ＜募集終了＞

今回も、多数のご応募ありがとうございました。
今後も、ＮＰＯ等民間組織の皆様と連携して、
こどもの未来応援の取組を進めて参ります。



ご清聴ありがとうございました。


